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不動産の活用方法
P9．不動産の活用時に使える制度

エンディングノート
P11． 私の家系図
　　 もしものときの連絡先
P13．私の住まいについて
P15．住まいをどうしたいですか？
P16．決めておきたいこと

●空き家問題●

空き家が適切に管理されず長期間放置されると、老朽化が進み、地域の「問題」を引き起こす原因とな
ります。「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の所有者又は管理者は、周辺の生活環
境に悪影響を及ぼさないよう、空き家を適切に管理する責務が定められています。

指導を受けて改善されない場合、固定資産税の住宅用地の特例から除
外されます。その土地の固定資産税が、おおよそ３～４倍に増加する可
能性があります。

命令に違反した場合、50万円以下の過料が科せられることがあります。

市から「特定空家等」や「管理不全空家等」
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●空き家の相続問題●

お一人暮らしの方
財産等をのこされる方（被相続人）

お一人暮らしの方のご家族
財産等を引き継ぐ権利のある方（相続人）

お一人暮らしの方
財産等をのこされる方（被相続人）

お一人暮らしの方のご家族
財産等を引き継ぐ権利のある方（相続人）

相続人による
遺産分割協議

遺言書に沿った
遺産分割
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３　　登記に関する申請書について　　登記に関する申請書について

法務局のホームページに掲載されています。 詳しくはウェブで確認してください。

法務局 相続

相続登記の流れ

１　　必要書類を収集／作成　　必要書類を収集／作成

２　　登記申請　　登記申請

登記申請書やその他の必要書類の準備が整ったら、登記申請を行います。（不動産の所在地を管轄
する法務局で手続きする必要があります。）
登記申請は以下の方法があります。

窓口申請 郵送申請 オンライン申請

不動産の取り扱い

令和6年4月1日より相続登記が義務化されました

登記申請をするときは必要書類を集めなくてはなりません。戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが
必要となります。転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地のある市区町村の、
除籍謄本や改製原戸籍を取得しなければなりません。手続きに戸惑う場合、司法書士に依頼すると
よいかもしれません。また、法務局で作成できる法定相続情報一覧図を取得すると、それ以降、戸籍
謄本などが不要となり便利です。
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岡崎市役所住環境政策課
電話：（0564）23-6024
E-mail：jukankyo＠city.okazaki.lg.jp

●不動産の活用方法●

特別控除の特例が適用になる条件
①相続開始の直前まで被相続人が居住していた

こと ※相続開始直前に被相続人が老人ホーム
等に入居していた場合は、別途規定あり

②被相続人が1人で居住していたこと
③1981年5月31日以前に建築された家屋（区分

所有建築物を除く）であること
④相続開始から事業用、賃貸用、居住用として利

用されていないこと
⑤相続開始から3年後の12月31日まで、かつ、特例

の適用期間中（平成28年4月1日から令和9年

　12月31日まで）に売却すること
⑥売却金額が1億円以下であること
⑦譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌

年の2月15日までの間に家屋を耐震補強す
るか、解体していること

⑧売却先が配偶者や一定の親族に該当しない
第三者であること

⑨同一の被相続人から相続により取得した家
屋又は敷地の売却について、この特例を受け
るのは初めてであること

譲渡所得の3,000万円特別控除とは
相続した空き家および敷地を売却する場合の時の譲渡所得に関しては、譲渡所得から最大3,000万
円を控除できる制度です。特例措置を受けるために必要な書類のひとつに「被相続人居住用家屋等
確認書」があります。市区町村の所定の窓口で発行してもらいましょう。

岡崎市の「空き家対策の取り組み」
岡崎市では空き家を所有・管理・活用する上でのさまざまな問題につい
て、相続・登記・測量・売却・リフォーム・解体など専門的なアドバイスを
受けられるように、各団体と連携をしています。

岡崎市空き家解決パートナーズについて
岡崎市、（NPO法人）岡崎まち育てセンター・りた、（公社）愛知県宅地建
物取引業協会及び（公社）全日本不動産協会愛知県本部と、空き家所有
者のお悩みや問題の解決のために、「岡崎市空き家解決パートナーズ」
の事業を開始しました。空き家の活用にお困りの際は、お気軽にご相談
ください。

岡崎市空き家バンクとは
岡崎市空き家バンク は、（公社）愛知県宅地建物取引業協会が運営する
不動産情報サイトで、岡崎市の空き家の情報を掲載しています。利用さ
れていない空き家をインターネットを通じて広く紹介することで、空き家
の利活用が促進されることを目的としています。

全国の地方公共団体等の空き家・
空き地情報掲載サイトはこちら

空き家の解体補助とは
倒壊や外壁材等の飛散又は土砂災害のおそれ
のある空き家の除却を促進することを目的に、
岡崎市が空き家を解体にする際の費用の一部
を補助する制度です。
補助の対象に該当するか否かを市職員が現地
で確認・判定を行う必要がありま
す。補助制度の要件を確認し、解
体の契約や着手の前に、判定のた
めに申請を提出してください。

空き家の改修補助とは
空き家を地域コミュニティ維持・再生のために有
効活用を図ることを目的に、岡崎市が空き家の改
修に要する費用の一部のを補助する制度です。
補助の対象となる「地域コミュニティ維持・再生」
等の用途に10年以上活用すること等の細かな
条件があります。補助制度の要件
を確認し、契約や着手の前に、事前
に相談を行ってください。

2 空き家に関する相談について

3 空き家の補助制度

空き家に関する専門団体等の相談
窓口に関するページはこちら

岡崎市HPの空き家対策に関する
ページはこちら

岡崎市空き家バンクの空き家・空
き地情報掲載サイトはこちら

空き家のお悩み
相談窓口

岡崎市役所住環境政策課
電話：（0564）23-6024
E-mail：jukankyo＠city.okazaki.lg.jp

補助制度の相談窓口
岡崎市役所住環境政策課
電話：（0564）23-6024
E-mail：jukankyo＠city.okazaki.lg.jp
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エンディングノートには、土地や建物の「登記事項証明書」の情報を正確に記しておきましょう。
将来の相続や売却手続きをスムーズに進められます。
最寄りの法務局で取得できます。
※地番は住所と異なる場合があるので、必ず書類で確認しましょう。
　不明点がある場合は、お住まいの地域の役所、または法務局の地図で確認しましょう。

101番 法務 五郎中央区新町一丁目南側の土地の境界が
確定していない。101番 宅地 法務 五郎中央区新町一丁目
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